
滋賀県中小企業等への支援による地域経済活性化事業      主催：草津商工会議所・中小企業相談所 

免税事業者必聴！取引を減らさないために今から対策を！！ 

インボイス制度導入に備えたい方 

仕入税額控除について知りたい方 

課税事業者になるか迷われている方 など 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「インボイス制度セミナー」申込書 （ＦＡＸ ０７７－５６９－５６９２） 

事業所名  業種  

氏  名   

所 在 地 〒   － TEL  

 FAX  

 

 令和５年１０月からインボイス制度（適格請求書等保存方式）が始まります。特に免税事業者の方にとっては制度
が始まると、課税事業者である取引先から「取引を減らされる」ことや、これまで「消費税を収益として取り扱って
きた」ことに伴い利益が減少する等の影響が懸念されています。本セミナーでは、制度の内容から実務上のポイン
ト、免税事業者が今後行うべき対策までを分かりやすく解説します。この機会に是非ともご参加いただき、準備を整
えましょう！ 

・インボイス制度とは    

・インボイス制度の導入スケジュール 

・インボイス制度は免税事業者こそ影響が大きい 

・インボイス制度を乗り越えていくための戦略的会計 など 

草津商工会議所（キラリエ草津）会議室 （草津市大路 2 丁目１－３５） 会 場 

無料 受講料 定 員 ３０名 
 

日 時 令和３年 1２月 2１日（火） 14:00～16:00

※ご記入頂いた各種情報は本事業以外の目的では使用いたしません。 
 申込多数の場合、１社あたり１名限りのご受講をお願いする場合があります。 

申込方法 下記申込書にご記入の上、ＦＡＸもしくは窓口にてお申込みください。 

お問合せ 
草津商工会議所 中小企業相談所 

草津市大路 2 丁目 1-35 TEL 077-564-5201 FAX 077-569-5692 

田内
た う ち

 孝宜
たかのぶ

 氏 
（ 中 小 企 業 診 断 士 ） 

 

プロフィール 
 

平成２８年、滋賀県が元気になるお手伝い
をしたいと思い創業。現在はランチェスター
戦略 × チームビルディングをコンサルの
軸に据え、滋賀県内では経営コンサルティン
グを行いつつ、インボイス制度等の各種施策
の概要から対策に至るまで全国各地でセミ
ナー講師を務めており、好評を博している。 

講 師 


